提案説明

歯科保健衛生施策の推進を求める決議(案)

議題１号　歯科保健衛生施策の推進を求める決議（案）に対し、長野県議会歯科保健衛生対策議員連盟を代表して、提案説明をいたします。

長野県中期総合計画の主要施策として、健康長寿№１確立への挑戦が挑戦プロジェクト(7つのテーマ)の項に掲げられています。その挑戦目標に、「子どもから高齢者まで、全ての世代が生涯にわたって健康でいきいきと生活ができる、健康長寿社会の確立をめざします。」として、平成12年において平均寿命が男性で全国1位、女性が全国3位であったものを、平成22年においても男性は現状維持、女性は現状以上と目標を掲げております。更に、一人当たりの老人医療費は平成2年度から連続で全国最低額を、平成24年度においても維持していく目標を掲げております。
しかし、その具体的施策の展開に「歯科保健対策の推進」を取り組みに謳っているものの、「８０２０運動を中心とした歯科保健対策を推進します」としているだけで、生活習慣病対策の推進や食育の推進など他の取組みから見れば具体性に乏しく、現在、県においての取組みも積極性にかけていることは否めない感があります。

歯及び口腔の健康は、単に食物を咀嚼すると言う点からだけでなく、全身の健康に影響を与えるものであり、食事や会話を楽しむなど、豊かな人生を送るためにも重要であります。歯の健康を維持することは、「食と言葉」という文化の継承を支えるとともに、口腔機能は人々の生きる力を支える基本的な機能でもあります。

口腔機能の低下は、むし歯と歯周病などの口腔疾患による歯の喪失が主な原因であり、その原因であるむし歯と歯周病は、その罹患率の高さから今や国民病とも呼ばれています。口腔保健と全身の健康との関連についても、口腔内細菌が誤嚥性肺炎の原因となり、適切な口腔ケアによって、高齢者の肺炎による死亡を約40～50％予防できることも明らかになっているなど、科学的根拠が示されるようになってきています。また、歯周病は糖尿病や虚血性心疾患などの循環器疾患のリスクも高めるという研究結果も報告されています。更に、歯数が多い群が少ない群に比べて、あるいは歯周組織の状態が良好な者ほど明らかに医科の医療費が低下するという実態が報告されています。

このような現況の中において、本県においては８０２０（ハチマル・ニイマル）運動等を通じて歯科保健衛生施策を講じているところでありますが、母子歯科保健及び学校歯科保健活動などを見ると、活動状況や成果の地域間格差があることは否めない状況であります。また、障害者や要介護者においては、劣悪な口腔内環境のまま放置されがちであり、個人レベルの格差への対応も重要であります。成人期の保健対策は４０歳以降では遅いと言われていますので、口腔保健施策と生活習慣病対策が連携して、フッ化物洗口の取組みなどによる学校保健から生涯保健として、継続して取り組むことが求められているところであります。

これらは、第5次長野県保健医療計画の歯科保健医療の現状の項において、現状認識されておられますが、口腔の健康と全身の健康との関連性からみて、現状の課題を解決していくためには、乳幼児期から高齢期までの各ライフステージに応じた保健衛生行動の啓発と、口腔疾患の予防や口腔機能向上に向けて、連携した施策を一層推進させることにより、県民の生涯にわたる健康づくり、豊かな人生を最後まで支えることが重要であります。
このように、歯科保健衛生に関わる現状を考慮したときに、長野県においても、健康長寿県をめざすとして、中期総合計画に謳われている目標達成に向けて、一層の歯科保健衛生施策の推進を求めるものであります。

以上、議題１号　歯科保健衛生施策の推進を求める決議（案）に対する提案説明をいたしました。

議員各位のご賛同のほどを、よろしくお願いいたします。
